
議案第 20号参考資料 

土木部公園みどり室 

地域教育部中央図書館 

 

江坂公園及び吹田市立江坂図書館の指定管理者候補者が提出した事業計画 
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議 案 第 21 号 参 考 資 料

地域教育部 まなびの支援課

中 央 図 書 館

児 童 部  子 育 て 政 策 室

１　施設の運営理念、運営方針

項目 内容

管理運営に対する基本的な考え方

　社会の変化と共に、公共施設のあり方は多様化し続け
ています。特にコロナ禍においては、従来のにぎわいづ
くりについても再考を余儀なくされています。一方で北
千里エリアは、千里ニュータウンの再生の一翼を担う立
場として、これからの未来を形成していくために、子供
や若い世代を中心としたコミュニティづくりが急務と
なっています。これらの背景をふまえて、北千里の過去
に敬意を払い、現在、そして未来と人を結び、住民同士
の新しい関係を構築し、自分たちの居場所と実感してい
ただけるよう、誰もが気軽に立ち寄れる開かれた暮らし
の中の交流拠点づくりを実現します。

公平なサービス提供に関する考え方

　地域住民の方々に信頼される場所であるために、関係
条例を踏まえて、施設の利用ルールを明確にし、迅速で
正確な情報提供を行うことで平等利用・公平なサービス
を提供します。
　相手の状況や環境を踏まえた対応を行い、すべての人
にとって開かれた施設を実現します。

個人情報保護・情報セキュリティ
対策

　利用者の安心・安全を守るため、「個人情報の保護に
関する法律」及び「吹田市個人情報保護条例」、「吹田
市情報セキュリティポリシ－」等を法的な規範として、
各法人がこれまでの運営で培ってきた管理体制、管理手
法を用いて適切な運用を行います。

  　 北千里児童センター、北千里地区公民館及び北千里図書館の
　　 指定管理者候補者が提出した事業計画
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２　施設の効用を最大限に発揮するための事業提案

項目 内容

各施設運営
　児童センター

　児童センターが子育て中の乳幼児親子や小学生の生活
のひとつの拠点となるように、子供が行きたいときに行
く、自分のやりたいことを安心してできることを大切
に、あそびの中から考える、みんなで話し合う、ルール
を守って実行する、助け合う、感謝するなどの体験や学
びを得られるように支援し、北千里の新たなにぎわいを
生み出す「まちなかリビング北千里」の中心的役割を果
たしていきます。

各施設運営
　公民館

　地域社会のつながりの希薄化を解消し、地域住民一人
ひとりが相互に学びあう機会を創出するため、運営方針
を定め、公民館の運営の原則である地域性・教育専門
性・公共性を念頭に、平等利用の確保を図った運営を行
います。
　グループやサークル活動にとって利用しやすい環境を
つくり、活動が活発化するための取組、積極的な利用を
促進するための取組を行い、公民館サービスの向上を図
ります。

各施設運営
　図書館

　「あなたの日常に寄り添う図書館」となり、住民の
サードプレイスとして人々の暮らしに豊かさをもたらす
地域の図書館となるために運営方針を定め、図書館サー
ビスが地域に暮らす人々にとって最も望ましい結果をも
たらすために、公平性、平等性、透明性などを守るだけ
でなく、その事業の有効性や効率性が十分に発揮される
よう尽力します。
　公共図書館としての基本的な機能を発揮しながら、児
童センター及び公民館機能と連携し、吹田市の子育て支
援をサポートします。

交流する滞在型施設

　多世代交流は北千里の未来を担う人材の育成につなが
ります。特に子供たちにとって、さまざまな人々との出
会いは、新しい視点で物事をとらえ、視野を広げ、視座
を高めるきっかけになります。
　従来の滞在型施設の基本的な要素を踏まえ、本施設の
特性である交流を活発化させるため、人々の出会いとつ
ながりによる新たな滞在スタイルとにぎわいスタイルを
定め、施設の効用を最大限に発揮し、交流する滞在型施
設の具現化を目指します。
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交流事業

　多世代交流を通して、子供の学びを育む機会や親子の
居場所、新たな学びとの出会いを創出し、「複合施設に
よる子育てと学びの拠点づくり」を実現します。
　吹田市のさまざまな地域資源・地域の価値を活用し、
吹田市だからできることを具現化し、また、共同事業体
の独自コンテンツを活用します。同時に社会のニーズを
意識し、関連団体や企業などと共同企画を行い、施設の
付加価値を高め「まちなかリビング北千里」の魅力向上
につなげます。

駐輪場の運営

　これまで北千里地区公民館や図書館北千里分室を利用
されていた皆様が、従前と変わりなく利用できるよう配
慮します。
　利用料金は、周辺の駐輪場の実態を踏まえて設定しま
す。割引券の発行など柔軟に対応し、本施設利用者が利
用しやすい環境づくりに努めます。

マルチコピー機の運営

　円滑にご利用いただくため、料金設定や利用方法など
の案内をコピー機の近くに掲示し、利用しやすい運用を
行います。
　図書館の資料と一般の方の利用については複写申請書
で区分けし、適切に運用します。

飲料コーナーの運営

　子供の休憩やイベント後の交流促進のため、１階ウェ
ルカムホールに、子供向け紙パック飲料と清涼飲料水の
自動販売機を設置します。
　マナーの周知や販売方法などについて、協議のうえ、
運用を行います。

物品販売

　施設内に長く滞在しやすい環境をつくること、市内の
障がい者雇用促進支援を行うことを目的に、市内の障が
い者作業所で製造されたパンやクッキー等の販売を実施
します。

その他の自主事業

　共同事業体の独自調査を活用して、親子のための学び
の本棚をつくり、子供と保護者の学びを応援します。
　まちなかリビング北千里のPRと各機能を、地域の方に
広く知ってもらい、地域住民の日々の生活の一部となる
ように、施設を実際に体験していただけるよう、さまざ
まな企画を行います。
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項目 内容

ニーズの把握
諸室の活用

　地域の方々の期待に応え、満足度を高めていくため、
顕在的な要求と潜在的な要求を把握し、サービスとして
還元していきます。
　利用者のニーズに合わせて諸室の活用を行います。部
屋を貸し出すだけでなく、部屋の利用から施設利用やイ
ベント参加につながる取組を行います。

地域住民や近隣の施設との協働

　市内の豊かな地域ネットワークの活用はもちろん、千
里ニュータウン再生方針の理念を踏まえ、吹田市のコア
バリューである教育をキーワードに、吹田市内の大学と
の協働事業を推進します。

３　施設の管理、運営体制の提案

項目 内容

施設及び設備の維持管理業務

　本施設は、子供から大人までさまざまな方が来館さ
れ、多岐にわたるニーズが寄せられることから、施設維
持管理においてもフレキシブルな対応が必要です。
　施設の利用状況をもとに、柔軟かつ確実な施設の運営
管理を行うため、維持管理方針を定めて実行します。

芝生、樹木その他の植栽の管理業務

　利用者の心を和ませる効果や生物の多様性、植栽の存
在意義や機能性を理解し、適切な植栽管理を行います。
　業務仕様書及び「吹田市道路・公園樹木適正管理指
針」に則って、植栽維持管理の専門業者とともに、効率
的・効果的に管理します。

定期点検・保守点検業務

　日常及び定期的な点検業務、建物・設備の老朽化・破
損などへの早期対応を実現するため、点検チェックシー
ト、定期点検年間計画書、緊急時初動調査チェック表等
を作成し、適切な施設管理を行います。

管理運営体制等

　確実かつ効率的なサービスを提供するため、総括責任
者は自治体との連絡窓口となり、一元的な指揮命令系統
により、円滑な連絡・確認体制を確立します。
　各機能の融合性を重視し、施設のポテンシャルが十分
に発揮できる組織運営を構築します。

（4）

 150 



人材育成計画

　児童センター、地区公民館、図書館の３機能の効果を
最大限に発揮するために、各機能に対する専門研修を実
施します。また、施設の一員としての意識、所属以外の
他機能に関する基礎知識を身につけ、施設全体の理解を
深めます。

危機管理体制
　防犯や防災、事故防止

　大人はもちろん、小学生や乳幼児親子が安心快適に過
ごせるよう、日常から防ぐ、備える意識を高く持ち、安
心・安全確保に努めます。
　これまでに培ってきた経験やノウハウを活用し、危機
を未然に防ぎ、利用者、従事者、施設を守ります。

危機管理体制
　自然災害、事故等

　災害発生後、安全に子供を保護者に引き渡すための情
報の管理、注意が必要な重点巡回箇所の調査と従事者に
よる見回り、また、利用者と共に防災を考え、学べる場
を提供します。

危機管理体制
　事故発生時、災害時、緊急時

　非常時の対応フローチャートを従事者へ周知するとと
もに、迅速かつ的確に自治体へ報告・相談するため、緊
急時連絡体制を構築し、適切な初動対応と速やかな連携
を行います。

４　収支計画

項目 内容

人件費等の費用見積りの適正性
費用の節減

　各法人の人事考課プログラム等を勘案し、収支計画へ
適正に計上しています。
　年間の収支計画に基づいて予算を執行するとともに、
継続的にあらゆる面で業務の見直しや改善を図り、予算
を最大限効果的に活用します。
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議案第 23号参考資料 

健康医療部 健康まちづくり室 

 

（地独）市立吹田市民病院第３期中期計画作成の協議経過及び患者ニーズの把握方法等 

１ 協議経過 

年月日 主な内容 

令和３年(2021年)12月 23日 第３期中期目標を指示 

令和４年(2022年） 1月 05日 第３期中期計画（案）に関する協議 

1月 11日 
吹田市民病院評価委員会 開催 

・第３期中期計画（案）に関する意見聴取 

             01月 13日 
吹田市民病院評価委員会での意見を踏まえ、第３期中期計画（案）に

関する協議 

※中期目標指示後の協議経過。上記のほか、電話及びメールにより、市・病院担当者間の協議を随時実施。 

 

２ 吹田市民病院の患者ニーズの把握方法及びその主な内容 

名称 内容 実施時期 回答件数 主な意見 

声の箱 

患者からの意見を

募集するため、 

投書箱を設置。 

令和３年(2021年) 

4月 1日～ 

令和4年（2022年） 

1月 31日 

99件 

・病院スタッフの接遇について 

・待ち時間について  

・声の箱の意見のうち、 

約１５.2％が感謝の投書 

退院時 

アンケート 

入院患者に対し、

職員の接遇に関す

るアンケートを実

施。 

令和２年（2020年） 

4月 1日～ 

令和3年（2021年） 

３月 31日 

4,178件 
・接遇が「良い」８９．６％、「ふつう」

１０.1％、「悪い」０．３％。 

外来患者 

満足度調査 

吹田市民病院の

外来患者に対し、

満足度調査を実

施。 

令和4年（2022年） 

1月 20日～21日 
337件 

・満足度が最も低い項目は、「診療

までの待ち時間について」 

「満足」３７．３％、「ふつう」３５．

８％、「不満」２６．９％。 

・上記以外の項目（診察時間、治

療内容等）に関しては、「満足」

55～82％程度、「ふつう」16～

40％程度、「不満」1～6％程度 
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議案第 23号参考資料 

健康医療部 健康まちづくり室 

 

（地独）市立吹田市民病院への財政負担に関する市の考え方 

 

１ 市民病院の運営及び運営費負担金について 

地方独立行政法人である市立吹田市民病院の運営にあたっては、病院事業の収入により賄う独立採算

制の下で経営することを原則としています。 

一方で、住民の福祉の向上という公共性の観点から、市の一般行政事務と考えられるような業務や、採

算ベースに乗らない業務も行われなければならないこともあります。このような業務に要する経費について、

受益者に負担させることは不適当であるため、当該経費については独立採算の枠から外し、設立団体が負

担するものとされています。（地方独立行政法人法逐条解説を元に作成） 

そのため、本市においても同法第 85条に基づき、運営費負担金を支出しているものです。 

 

【地方独立行政法人法抜粋】 

第八十五条 公営企業型地方独立行政法人の事業の経費のうち、次に掲げるものは、設立団体が負担す

るものとする。 

一 その性質上当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当

でない経費 

二 当該公営企業型地方独立行政法人の性質上能率的な経営を行ってもなおその事業の経営に伴う

収入のみをもって充てることが困難であると認められる経費 

２ 公営企業型地方独立行政法人の事業の経費は、前項の規定により設立団体が負担するものを除き、原

則として当該地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てなければならない。 

 

２ 運営費負担金の項目 

  市民病院に支出している運営費負担金については、毎年総務省が発出する地方公営企業繰出金通知

に基づき、以下の項目としています。 

 

 （１）救急医療の確保に要する経費 

 （２）小児医療に要する経費 

 （３）リハビリテーションに要する経費 

 （４）保健衛生行政事務に要する経費 

 （５）未熟児医療、障がい者歯科医療、周産期医療等の高度医療に要する経費 

 （６）医師等研究研修等に要する経費 

 （７）院内保育所の運営に要する経費 

 （８）病院の建設改良に要する経費 
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